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会議の概要 

会議の名称 あま市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会 

開 催 日 時 令和５年 11月 17日（金） 午後２時 

開 催 場 所 あま市役所 ２階 Ａ会議室 

議 題 

(1) 第９期あま市高齢者福祉計画・介護保険事業計画素案に

ついて 

(2) その他 

会 議 資 料 

１．次第 

２．第９期あま市高齢者福祉計画・介護保険事業計画素案 

３．介護保険事業試算（令和５年 11月 14日現在） 

４．パブリックコメント周知（案） 

公開・非公開の別 

（非公開の場合はそ

の理由） 

公開 

傍聴人の数 

（公開した場合） 
なし 

出 席 委 員 

牧 村 順 一  木 全 克 己  梅 屋  崇    

覺 前  淳   渡 邉   剛   笹 山 聡     

井 村 なを子  谷 川 輝 純  濱 島 玲 子 

立 松 愛 唯  坂 本 奈津子  杉 本  吉 之     

服 部  章 平  飯 田 敏 勝  長谷川 真 二 

後 藤 幸 元   

欠 席 委 員 下 方 辰 幸    

事 務 局 

高齢福祉課長  菱 田 基 久 

主 幹  中 井 基 人 

課 長 補 佐   林 繁 子 岩 間 正 至 

係 長  田 中 まさみ 杉 本 仁 美 

水 野 悦 子 住 田 淳 美 

健康推進課主査  宗 宮 麻 実 

Next-i株式会社  安 村 眞 也 
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議事内容 

事務局 本日は、ご多忙のところ、あま市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策

定委員会にご出席賜り、ありがとうございます。 

ご案内の時間がまいりましたので、只今より始めさせていただきます。 

 

今回の策定委員会は『あま市審議会等の会議の公開に関する要綱』第３

条に基づき公開で開催いたします。また、同要綱第７条に基づき、本日の

策定委員会終了後、会議録を作成し、市公式ウェブサイトへ会議録を掲載

することとなっておりますのでご承知おきください。 

  

なお、本日下方委員におかれましては、欠席のご連絡がございましたの

で、報告させていただきます。 

 

まず初めに、資料の確認をおねがいします。 

 

１． 次第 

２． 第９期あま市高齢者福祉計画・介護保険事業計画素案 

３． 介護保険事業試算（令和５年 11月 14日現在） 

４． パブリックコメント周知（案） 

 

 

の４点でございます。 

皆様、資料の不足等ございませんでしょうか。 

 

なお、本日、この委員会におきましては、あま市高齢者福祉計画・介護

保険事業計画作成を委託しております、Next-i 株式会社 安村氏を同席さ

せていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

続きまして、議事に入らせていただきます。議事の進行を牧村委員長に

お願いいたします。 

委員長 それでは、議事の進行をさせていただきます。 

 

「議題（１）第９期あま市高齢者福祉計画・介護保険事業計画素案につ

いて」を議題とします。 

 

事務局から説明をお願いします。 

事務局  内容説明  

委員長 ありがとうございました。 

それでは、質疑に入ります。 

皆さんから、ご意見やご質問等はございませんでしょうか。 

委 員 115 ページの（４）ＮＰＯ団体・市民ボランティア等との連携推進につ
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いて、「取組状況と課題」のところで「市民活動センターの指定管理者と

定期的にミーティングを行い」とありますが、実は来年以降指定管理者で

はなくなりますので、「運営事業者」としていただいた方が良いかと思い

ます。 

また、同じところで「ＮＰＯ団体」と表記がありますが、ＮＰＯ自体に

オーガニゼーションという意味を含むので、「団体」と意味が重複するの

ではと思います。ＮＰＯに非営利団体という意味があるので、「ＮＰＯ」

や「市民ボランティア」という表記の方が良いかと思いました。 

もしくは、法人にしているところも最近では増えているので、「ＮＰＯ

法人や市民活動団体、市民ボランティア」というように少し枠組みを広げ

る方が、今後連携していく等の部分を言うために良いのかなとも思いまし

た。 

事務局 ありがとうございます。 

こちらについては修正させていただきます。 

委 員 介護保険事業の枠から外れた人を、介護保険ではなく市独自の事業で、

例えばヘルパーを派遣したり等するのは総合事業だったでしょうか。 

事務局 要介護認定の非該当になった方は、事業対象者ということで総合事業の

中でサービスを提供しています。 

委 員 軽度の方が介護保険事業から外れるときに、ボランティアで今の介護を

やっていただける団体が必要ということで、シルバー人材センターも協力

しようとしていたのですが、市からはあくまでも無償のボランティアでな

ければならないと言われました。 

シルバー人材センターはあくまで会員に働いていただいて、その実費を

いただくという形でやっているため、ただで働いてくれとは言えず、参入

を断念したのですが、現在もそういった状況に変わりはないのでしょう

か。 

事務局 第７期計画の時に話があったのでしょうか。 

委 員 軽度の方が介護保険の給付事業から外れた際に、市の方で事業として継

続していくということで、民間ボランティアを活用してその制度を維持し

ていくという形になったのではと思っているのですが、違ったでしょう

か。 

私も直接担当しているわけではないので、分かりにくい質問かもしれま

せんが、 

事務局 整理させていただき、後ほど回答させていただいてもよろしいでしょう

か。 

委 員 何が言いたいかというと、シルバー人材センターではまったくの無償ボ

ランティアでは、例えばちょっとした高齢者宅でのお手伝いはできないの

ですが、実費をいただければすることができます。 

そのため、今も無償なのか、それともある程度有償でも良いのかをお尋

ねしたいです。 

アンケート調査結果を見ても、簡単に近所の人から手伝ってもらえると
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良いという意見があったので、シルバー人材センターでは現在 500人ほど

の会員がいますので、色々な形で協力できるのではと思います。 

事務局 ご質問の意図とずれていたら申し訳ないのですが、総合事業Ｂと言いま

して、一般の市民団体やボランティア団体が有償で生活支援を行っている

状況があります。今はまだ１団体しかないですが、第８期計画からその事

業を実施しています。 

委 員 先ほど申し上げましたように、シルバー人材センターは 500人会員がい

ますので、協力できるならさせていただきたいです。 

難しい条件でなければお手伝いできますので、そういうことがありまし

たら協議させていただければと思います。 

委員長 今の委員の話の中で、庭の手入れや植生の管理など、自分ではできない

けどボランティアに頼むには専門的すぎるような支援のニーズは確かに

存在しますが、これからの高齢者を考えた時に、今までできていたけれど

もできなくなってしまい、外部に頼みたいというニーズについてもこれか

ら大きく広くなっていく可能性はありますので、その辺りは行政の担当者

と協議しつつ、新たなニーズに対応していく仕組みを共に考えていただく

ということで、恐らく道が開けるのではと思います。 

委 員 物事の考え方であると思いますが、どうしても市民感覚として、介護サ

ービス、介護保険サービス、福祉サービスなど、行政に対してサービス制

度ということばかりですが、一個人としては何をサービスとして貢献した

らよいのかという基本的なことが書いていません。 

行政がやることばかり書かれていて、市民が何サービスするのか、その

根本は何なのかということを、計画の背景と趣旨に取り入れてほしいで

す。 

市民として自分たちが何をするのかという表現が足りず、行政のみに頼

ってしまうことになります。背景と趣旨の部分を書き直してほしいです。 

委員長 ありがとうございます。 

先ほども話がありましたがＮＰＯや新たな住民組織が組織されたり等

については、これはこれで進めていくわけですが、今おっしゃられたこと

は、あま市民としてどうなのかということを明記すべきであるという意見

かと思います。 

事務局 これは住民一人ひとりの力が必要になってくると思っています。 

地域での、というところでは、生活支援体制の充実ということで触れさ

せていただいていますが、まだ時間が若干ありますので、検討していきた

いと思います。 

委員長 これから必要な検討事項ということでお受け止めいただいたといいこ

とで、よろしくお願いします。 

委 員 117 ページの（１）地域スポーツ活動の推進と指導者・ボランティアの

養成の「取組状況と課題」で、「地域スポーツ員」とありますが、これは

３年前に組織として消滅しておりますので、削除していただいた方が良い

と思います。教育委員会にもご確認いただきたいと思います。 
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委 員 先ほどの委員のご意見と関連するかもしれませんが、数年前から国の方

が「生涯活躍のまちづくり」を掲げて推進していると思います。 

この計画の中には文言として出てきていませんが、委員の意図として

は、一人ひとりが自分事として、自分自身も高齢化していくことを踏まえ、

まず自分自身が最期まで元気に暮らすという意識のあり方や、元気であれ

ば他の人を支援できるという、それが生涯活躍という言葉になるのかは分

かりませんが、そういった国による地方創生のところで、実は生涯活躍の

まちづくりがあります。 

私も講座を受けに行き、色々な自治体で、具体的にそういったまちづく

りに取り組んでいる自治体もありますし、そういった観点があっても良い

のかなと感じました。 

また、コロナ禍を経て、市民活動センターで色々な事業をさせていただ

いている中で、やはり高齢者がＩＣＴに弱いと言いますか、今時高齢の皆

さんもスマホをお持ちだったりします。 

やはり、民間事業者にお願いすれば講座をしていただけると思います

が、私もよく地域コミュニティの中から依頼を受けてスマホの使い方講座

を頼まれるのですが、ちょっと使える若い人たちが教えてあげるなど、ご

存じだと思いますがワクチン接種もオンラインで申し込みということが

地域でなかなかできない方たちもいらっしゃったので、コロナ禍を経て、

なかなかリアルだけで解決する問題ばかりではなく、オンラインを活用し

ていく中で、高齢の方でもできるようにしていくような、これが生涯学習

の推進のところに入ってくるのか、明確にこの中に無いような気がしまし

た。 

第８期と第９期が違うところは、やはりコロナ禍を経てどうなのかとい

うところもあるように感じています。 

これから、いわゆる生まれた時からスマホを持っているＺ世代と言われ

る方たちと世代間交流をしていかなければならない中で、やはりそういっ

た文言があってもいいのかなと感じました。 

意見として、これからの高齢福祉計画にはこういったこともあった方が

良いのかなと感じたことをお伝えしました。 

委員長 ありがとうございます。 

今のご意見に対して、事務局からコメント等あればお願いします。 

事務局 大変貴重なご意見をありがとうございます。 

今のご意見を踏まえまして、計画に盛り込めるかどうかも含めて精査し

てまいります。 

委員長 ありがとうございます。 

その他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

質問やご意見はこの場で出していただくのがベストですが、終わった後

で思いついたこと、言い足りなかったこともあろうかと思いますので、そ

ういった場合は事務局へ直接お伝えいただければと思います。 

それでは議事を終了し、その他に入ります。事務局から何かございます
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でしょうか。 

事務局  パブリックコメントについて説明  

（11月 29日～12月 28日まで） 

事務局 次回の策定委員会についてご案内いたします。 

次回の策定委員会は令和６年１月 29 日水曜日午後２時から、本日と同

じＡ会議室で予定しております。 

この時には、パブリックコメントの結果報告と、本計画の最終承認を予

定しています。 

よろしくお願いします。 

委員長 ありがとうございました。 

以上をもちまして、本日の『あま市高齢者福祉計画・介護保険事業計画

策定委員会』を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 


